
 藤沢市放課後児童健全育成事業実施要綱 

制定 昭和６１年４月１日 

最終改正 令和６年４月１日 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、本市における放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ事業）

（以下「事業」という。）の実施について、必要な事項を定める。 

２ この事業は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第６条

の３第２項の規定に基づき、対象となる児童に適切な遊び及び生活の場を与え、その

健全な育成を図ることを目的とする。  

３ 本事業の実施及び運営に当たっては、藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１５号。以下「条例」という。）及び

藤沢市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱のほか、この要綱の定めるとこ

ろによるものとする。 

 

 （実施主体） 

第２条 本事業を行う者は、法第３４条の８第２項の規定による放課後児童健全育成事業

の届出を行っており、かつ、市長が適当と認めた者（条例第４条第１項に規定する

「放課後児童健全育成事業者」をいう。以下「事業者」という。）とする。  

 

 （対象児童） 

第３条 本事業の対象となる児童は、小学校（特別支援学校の小学部を含む。）に就学し

ている児童であって、保護者が就労等により昼間家庭にいないものとする。  

 

 （職員体制） 

第４条 条例第１１条第２項に規定する放課後児童支援員の数は、支援の単位を構成する

児童数や、障がいのある児童又は特に配慮を必要とする児童（以下「要支援児童」と

いう。）の状況など放課後児童健全育成事業所（条例第６条第５項に規定する「放課

後児童健全育成事業所」をいう。以下「事業所」という。）ごとの事情により、藤沢

市放課後児童健全育成事業の運営及び管理に関する基準にそって増員するものとする。  

 

（研修） 

第５条 事業者は、条例第１１条に規定する放課後児童支援員及び補助員（以下「指導員」

という。）の知識及び技能の習得、維持及び向上と資質の向上を図るため、自ら研修

を実施するとともに神奈川県や専門機関が実施する研修に指導員を参加させるよう努

めなければならない。 

 

 （開所時間及び開所日） 

第６条 開所時間は、原則として条例第１９条第１項に規定する開所時間とする。変更に

当たっては、あらかじめ市と協議するものとする。  

２ 開所日は、原則として次の各号に掲げる日を除く日とする。ただし、市長がやむを得

ないと認める場合には、臨時に休所とすることができる。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日  

（３）１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日まで  



 

 （施設及び設備） 

第７条 事業所は、条例第１０条に規定する設備の基準を満たさなければならない。  

２ 事業所は、昭和５６年６月１日以降に建築確認を受け検査済証を取得した施設又は構

造計算や耐震補強を実施する等で、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため

の基本的な方針（平成１８年国土交通省告示第１８４号）別添の規定に基づく耐震診

断方法により、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し又は崩壊する危険性が低いと診断

されている施設を確保するよう努めること。  

 

 （運営内容） 

第８条 事業の運営内容は、放課後児童クラブ運営指針（平成２７年３月３１日付け雇児

発０３３１第３４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。）、放課後児童健全育

成事業実施要綱（令和５年４月１２日付けこ成環こども家庭庁成育局長通知。）その

他関係規定に定める事項のほか、次の各号に掲げる活動を行うものとする。  

（１）放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定 

（２）遊びの活動への意欲と態度の形成  

（３）遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと 

（４）放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡  

（５）家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援  

（６）その他放課後児童の健全育成上必要な活動  

 

 （入所児童の募集） 

第９条 入所児童の募集は、藤沢市放課後児童クラブ入所事務取扱基準によるものとする。  

 

 （衛生管理） 

第１０条 事業者は、事業所において、条例第１４条に規定する衛生管理に努め、衛生上

必要な措置を講じ、感染症又は食中毒の発生時には二次感染の防止等について、保健

所等関係機関との連携に努めなければならない。  

 

 （安全管理） 

第１１条 事業者は、条例第７条に規定する非常災害対策及び日常的な危険を防止する措

置を講じ、事故、事件及び災害等（以下「事故等」という。）の発生時に迅速かつ的

確な緊急対策を実施できるよう関係機関との連携に努めなければならない。  

２ 事業者は、事業所において事故等が発生した場合、速やかに市長に報告しなければな

らない。 

３ 事業者は、事故等の発生に備え、傷害保険等に加入するものとする。  

 

 （学校・地域との連携） 

第１２条 事業者は、事業の実施に当たり、学校、保育所、幼稚園等及び地域や関係機関

との情報交換や情報共有など、連携を図るよう努めるものとする。なお、この場合、

個人情報の取扱いに十分留意すること。 

 

 （保護者との連携） 

第１３条 事業者は、児童の育成における保護者の積極的な参加を促すとともに、情報交

換・情報共有を図り、保護者との信頼関係を築き、事業の実施に努めるものとする。  



 

 （費用） 

第１４条 事業者は、原則として本市の負担金及び保護者が負担する入所料、入学金、特

別行事に係る実費負担金、おやつ代並びに延長利用料等により、本事業を運営するも

のとする。 

２ 本市の負担金は、予算の範囲内において負担金積算単価に基づき積算し、事業者の請

求により支払うものとする。 

３ 保護者が負担する入所料等の決定及び徴収は、事業者が行うものとする。なお、市長

は事業者が決定した入所料等の額について意見を述べることができる。  

４ 保護者が負担する入所料は月額１万５千円以内とする。  

５ 午後６時以降の利用を希望する保護者に対しては、入所料とは別に延長利用料を負担

させることができる。 

６ 事業者は、保護者の所得状況に応じて、別表に基づき入所料を減額するものとする。  

７ 前項の減額をした場合、その費用は第２項で積算する負担金とは別に、生活困窮世帯

児童健全育成費として本市が負担する。  

８ 事業者は、適正な会計管理を行うとともに、定期的な監査や決算報告を行うものとす

る。 

 

 （秘密保持等） 

第１５条 事業者は、条例第１７条に規定する秘密保持について、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）の定めるところに従い適正に取り扱わなければな

らない。 

 

 （その他） 

第１６条 第１条第２項に規定する目的とは、その目的を異にするスポーツクラブや塾な

ど、その他公共性を欠く事業を実施するものについては、本事業に該当しない。 

２ 本事業を行うに当たっては、藤沢市地球温暖化対策実行計画の趣旨を理解し、第５章

の各取組項目を実施するよう努めること。  

３ 本市は、事業者に対し事業の実施について必要と認めるときは、報告を求め、調査を

行い、助言及び指導を行うことができる。  

 

  附 則 

 この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する  

  附 則 

 この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する  

  附 則 

 この要綱は、平成３年４月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、平成４年４月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、平成５年４月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、平成７年４月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。  



  附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、平成１９年８月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、平成２４年７月１日から施行する  

  附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、平成２８年９月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

  



 別表（第１４条関係） 

区 分 入所料減免額（年額） 

生活保護世帯，非課税世帯 ６０，０００円 

世帯の個人市県民税額合計額 

１円以上１５，０００円未満 

５５，０００円 

世帯の個人市県民税額合計額 

１５，０００円以上２５，０００円未満  

５０，０００円 

世帯の個人市県民税額合計額 

２５，０００円以上３５，０００円未満  

４５，０００円 

世帯の個人市県民税額合計額 

３５，０００円以上４５，０００円未満  

４０，０００円 

世帯の個人市県民税額合計額 

４５，０００円以上５５，０００円未満  

３５，０００円 

世帯の個人市県民税額合計額 

５５，０００円以上６５，０００円未満  

３０，０００円 

世帯の個人市県民税額合計額 

６５，０００円以上７５，０００円未満  

２５，０００円 

世帯の個人市県民税額合計額 

７５，０００円以上８５，０００円未満  

２０，０００円 

世帯の個人市県民税額合計額 

８５，０００円以上９５，０００円未満  

１５，０００円 

世帯の個人市県民税額合計額 

９５，０００円以上１０５，０００円未満  

１０，０００円 

世帯の個人市県民税額合計額 

１０５，０００円以上１２０，０００円未満  

５，０００円 

 備 考 

１ この表において「個人市県民税額」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の

規定により計算された額に控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用

均等等・児童家庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いについて（平成２３年７月１

５日雇児発０７１５第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に定める計算方

法を適用して計算された額をいう。  

 


